
よくあるご質問について
幼保推進課



０１ 教育・保育事業者向け情報サイトを開設しました！

制度に関する各種ご質問にお応えするため、堺市ホームページ上に、制度概要のページを
設けました。

教育・保育事業者向け情報

制度概要
１

２



３ 制度概要のページでは、給付費・各種補助金等の制
度について、資料を掲載しています。



０２ よくご質問をいただく事項

職員配置確認ファイルの入力方法

職員配置確認ファイルの非常勤職員の月平均勤務時間数は、雇用契約時間数を入
力すればいいですか。実勤務時間数を入力すればいいですか。

実勤務時間数の平均値で入力をお願いします。
公定価格や各種補助金は、その月に生じた人件費に対する給付・補助となります。
そのため、実勤務時間数の平均値が月により大幅な変動がある場合（長期休業期
間等）には、その月の初日から月末までの実勤務時間数の実績値でご入力をお願
いします。
なお、有給休暇を取得している場合は、実勤務時間に積算することができます。



幼稚園型Ⅰ一時預かり事業の利用児童数の計上方法

堺市外の子どもの計上

各月の名簿には、堺市の子どものみ、計

上をお願いします。

教育時間のみ利用の

子どもの計上

教育時間のみで降園した子どもは計上せ

ず、預かり保育を利用した子どものみ、計

上をお願いします。

参観・行事日の計上

参観・イベント等の日に、教育時間外に

教育・保育をした場合であっても、預かり

保育ではなく、通常の教育・保育の延長と

いう位置づけになるため、計上はできませ

ん。

バスの待機時間

教育時間終了後、バスで降園するために、

乗車までの間、待機している時間は預かり

保育の利用時間とすることはできません。

徴収した利用料の区分

での計上

月極利用料の子ども、徴収した利用料区

分より前に降園した子ども等、徴収した利

用料で計上するのではなく、実際の預かり

保育の利用時間での計上をお願いします。

課外活動の利用のために

在園している子どもの計上

課外活動の利用のため、預かり保育利用

料を支払わず、教育時間後に在園してい

る子どもは計上できません。

イベント終了後、
特定の子どもの
み、申込を受け、
預かり保育を実
施した場合は、
計上可能です。

課外活動終了
後、続けて預か
り保育を利用
する子どもは、
課外活動時間
を含めた時間を
計上可能です。

保護者が「預かり保育を利用した」という自覚があるかどうかが重要なポイントになります★

幼稚園型Ⅰの一時預かり事業の利用児童数の計上にあたっては、次の子どもについては、計上
ができませんので、ご注意ください。

【堺市ホームページの「制度概要」ページの補助金「一時預かり事業」の制度概要P.19抜粋】


